
 

 
 

 

平成 28年 11月 14日 

 

 

中小企業のお客さま・住宅ローンのお客さまからの 

条件変更等の申込に対する実施状況について 

 

 

筑波銀行（頭取：藤川 雅海、本店：茨城県土浦市）は、中小企業金融円滑化法（平成 25 年 3 月

31日にて終了）が施行された平成 21年 12月 4日から平成 28年 9月 30日までの貸付条件の変更等の

実施状況を取りまとめましたので、別紙のとおり公表いたします。 

なお、当該実施状況の概要は以下のとおりです。 

 

１．中小企業のお客さまに対する貸付条件変更実施状況 

 

当行は、財務諸表などの情報だけでなく事業性貸出先全先訪問および面談を通じて、地域やお客

さまの特性および事業の実態把握に真摯に取組み、出来る限り債務負担軽減を実施いたしました。 

 

 ※平成 21年 12月 4日から平成 28年 9月 30日までの申込状況 

●累計申込債権件数、金額    55,913 件 1,022,614百万円 

  上記の内実行件数、金額    54,158件  998,619 百万円 

 

 

２．住宅ローンのお客さまに対する貸付条件変更実施状況 

 

当行は、お客さまの財産および収入の状況の実態把握に真摯に取組み、出来る限り債務負担軽減

を実施いたしました。 

 

※平成 21年 12月 4日から平成 28年 9月 30日までの申込状況 

 ●累計申込債権件数、金額     1,745 件 20,816百万円 

 上記の内実行件数、金額     1,432件 16,891 百万円 

 

 

以 上 

 

 

 

報道機関のお問合せ先 

筑波銀行 総合企画部広報室 檜山 内線３７３０ 

℡ ０２９－８５９－８１１１ 
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以下の通りです。

１．中小企業のお客さまへの実施状況

（単位：件数,百万円）

件数　 金額 件数 金額 件数　 金額 件数　 金額 件数　 金額

法 施 行 日 ～
平成28年3月31日

53,392 973,790 106 1,416 51,669 950,194 706 12,494 911 9,685

法 施 行 日 ～
平成28年9月30日

55,913 1,022,614 98 1,409 54,158 998,619 724 12,743 933 9,842

法 施 行 日 ～
平成28年3月31日

20,118 681,574 45 704 19,553 667,753 242 7,993 278 5,124

法 施 行 日 ～
平成28年9月30日

21,014 717,308 43 873 20,439 703,136 246 8,097 286 5,202

法 施 行 日 ～
平成28年3月31日

33,274 292,215 61 712 32,116 282,441 464 4,501 633 4,561

法 施 行 日 ～
平成28年9月30日

34,899 305,305 55 536 33,719 295,483 478 4,646 647 4,640

２．住宅ローンのお客さまへの実施状況

（単位：件数,百万円）

件数　 金額 件数 金額 件数　 金額 件数　 金額 件数　 金額

法 施 行 日 ～
平成28年3月31日

1,686 20,156 7 90 1,383 16,308 132 1,601 164 2,158

法 施 行 日 ～
平成28年9月30日

1,745 20,816 9 66 1,432 16,891 136 1,680 168 2,180

謝絶申込み

中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための条件変更等の申込に対する実施状況
平成28年11月14日

中小企業金融円滑化法は平成25年3月31日をもって期限が到来いたしましたが、筑波銀行は従来と同様に金融の円滑化対応を行っております。その実施状況は

期間

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権
（ⅰ＋ⅱ）

実行審査中

謝絶実行

内、信用保証協会等による債務の保証を受けてい
た貸付債権　（ⅱ）

取下げ

内、信用保証協会等による債務の保証を受けてい
なかった貸付債権　（ⅰ）

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権

取下げ申込み 審査中
期間


